
　

　登山届の活用を！

　

駅前交番広報紙

自転車安全利用五則

地域の防犯情報をタイムリーにお知らせ！
メールマガジン会員募集
登録を希望される方は，バーコード読みとり機
能のあるスマホ・携帯電話で右の二次元コード

広島県警察SNSやってます！
広島県警公式
県警からのお知らせ，イベント情報などを
アップしています。フォロワー登録をお願
いします。

広報

令和７年
５月号
駅前交番

尾道署☎22-0110

４月になり歓迎会やお花見

など、お酒を飲む機会が増え

てきます。

飲酒運転は犯罪！

絶対にやめましょう！

また、お酒を飲んでいなく

ても、

〇飲酒した人に車を貸す

〇車で帰る人にお酒を飲

ませる

などの行為も犯罪です。
飲んだら乗るな、

乗るなら飲むな！

を徹底して、飲酒運転をゼロ

にしましょう。

〇 依然として、高齢者講習・認知機能検査・運転技

能検査の予約が大変取りにくい状況が続いています。

通知書がお手元に届いたら、早めに自動車学校等に

予約の電話をしてください。

なお、認定教育・検査を実施している自動車学校

等では、手数料が異なる場合がありますので、各自

動車学校等へお問い合わせください。

「70才以上の高齢ドライバーがご家族の中におられる方へ」

〇 通知書がお手元に届いたら、早めに自動車学校等

に予約の電話をするよう助言してあげてください。

高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査
の予約はお早めに！

１．車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

○ 自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側を通行するのが原則

です。

○ 歩道は歩行者優先です。歩道を通行する場合は車道寄りを徐行しましょう。

２．交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

○ 信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認して通行しましょう。

〇 「一時停止」の標識がある場所では、必ず一時停止をして、安全を確かめま

しょう。

３．夜間はライトを点灯

〇 歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、必ずライトを点灯しましょう。

４．飲酒運転は禁止

〇 自転車は車の仲間です。飲酒運転は法律で禁止されていますので、絶対にやめ

てください。

５．ヘルメットを着用

○ 自転車を利用する人は、事故による被害を軽減するためにも、乗車用ヘルメッ

トを着用しましょう｡

「自転車マナー

アップ強化月間」

令和７年

５月１日（木）～

５月３１日（土）


